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続
い
て
来
賓
を
代
表
し
て
、
鈴
木
神
奈
川
税

務
署
長
、
山
口
神
奈
川
県
税
事
務
所
長
、
二
宮

神
奈
川
区
長
か
ら
御
祝
辞
を
い
た
だ
き
、
第
５

回
定
時
総
会
を
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。
今
期
も

定
時
総
会
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
大
勢
の
会
員

の
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（一社）神奈川青色申告会

第
５
回

定
時
総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

去
る
５
月
29

日
（
月
）
午
後

３
時
か
ら
新
横

浜
グ
レ
イ
ス
ホ

テ
ル
に
お
い
て

第
５
回
定
時
総

会
が
開
催
さ
れ
、

当
日
出
席
者
49

名
、
委
任
状
出

席
者
２
，
０
４

８
名
、
総
数
２
，
０
９
７
名
の
出
席
を
い
た

だ
き
鈴
木
神
奈
川
税
務
署
長
を
は
じ
め
、
多

数
ご
来
賓
の
皆
様
が
ご
臨
席
さ
れ
ま
し
た
。

総
会
で
は
、
全
議
案
審
議
の
結
果
、
原
案

通
り
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
事
終
了
後
、
退
任
さ
れ
ま
し
た
３
名

の
理
事
・
監
事
の
方
に
、
永
年
会
活
動
に

ご
尽
力
い
た
だ
い
た
功
績
に
感
謝
の
意
を

表
し
、
名
取
会
長
か
ら
感
謝
状
と
記
念
品

が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。
退
任
さ
れ
た
役
員

は
次
の
通
り
で
す
。

加

山

二

郎

田

邊

照

子

山

本

孝

之

(

敬
称
略)

総
会
終
了
後
、
理
事
会
を
開
催
し
会
長
・
副

会
長
を
選
任
い
た
し
ま
し
た
。

（
懇
親
会
に
て

写
真
右
か
ら
）

副
会
長

伊
藤

公
勝
（
新
任
）

副
会
長

横
田

恒
夫
（
再
任
）

会

長

名
取

勲

（
再
任
）

副
会
長

浅
沼

貢

（
再
任
）

副
会
長

仲
戸
川
新
三
（
再
任
）

副
会
長

八
木

正
憲
（
再
任
）

(

敬
称
略)

以
上
、
新
メ

ン
バ
ー
で
よ
り

一
層
会
活
動
の

充
実
に
努
力
し
、

地
域
の
皆
様
と

税
務
当
局
に
信

頼
さ
れ
る
組
織

で
あ
り
続
け
る

た
め
に
一
生
懸

命
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
今
ま
で
以
上
の
ご
理
解

ご
協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の

予
定
納
税
（
第
１
期
分
）

の
納
付
を
お
忘
れ
な
く
！

●
予
定
納
税
と
は

そ
の
年
の
５
月
15
日
現
在
に
お
い
て
確
定
し
て
い
る
前
年
分
の
所
得
金
額
や

税
額
な
ど
を
基
に
計
算
し
た
金
額(

予
定
納
税
基
準
額)

が
15
万
円
以
上
で
あ

る
場
合
、
そ
の
年
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
一
部
を
あ
ら
か
じ
め

納
付
す
る
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を
予
定
納
税
と
い
い
ま
す
。

●
納
付
す
る
額

予
定
納
税
が
必
要
な
方
に
は
、
６
月
中
旬
に
税
務
署
か
ら
「
予
定
納
税
額
の

通
知
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
第
１
期
分
の
金

額
が
納
税
す
る
額
で
す
。
予
定
納
税
額
及
び
そ
の
計
算
の
詳
細
は
、
「
予
定

納
税
額
の
通
知
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請

廃
業
や
業
況
不
振
、
災
害
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
平
成
29
年
６
月
30
日
の
現

況
で
、
平
成
28
年
分
の
「
申
告
納
税
見
積
額(

年
間
所
得
や
所
得
控
除
な
ど
を

見
積
も
っ
て
計
算
し
た
税
額)

」
が
、
税
務
署
か
ら
通
知
さ
れ
て
い
る
「
予
定

納
税
基
準
額
」
よ
り
も
少
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、
予
定
納
税
の

減
額
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す(

申
請
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
税
務
署
に
も
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。)

。

第
１

期
分
の
予
定
納
税
の
減
額
申
請
を
す
る
場
合
は
、
平
成
29
年
７
月
18
日(

火)

ま
で
に
「
予
定
納
税
額
の
減
額
申
請
書
」
を
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

税
務
署
で
は
、
そ
の
申
請
に
つ
い
て
承
認
、
一
部
承
認
又
は
却
下
の
い
ず
れ

か
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
を
書
面
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
予
定
納
税
額
の
納
付

～
振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
る
方
～

納
期
限(

平
成
29
年
７
月
31
日(

月)
)

に
指
定
の
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自
動

的
に
引
落
し
さ
れ
ま
す
。
納
期
限
前
日
ま
で
に
口
座
の
残
高
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

～
そ
の
他
の
方
～

納
期
限
ま
で
に
金
融
機
関
又
は
所
轄
の
税
務
署
の
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
第
１
期
分
の
納
付
金
額
が
30
万
円
以
下
の
場
合
に
は
、
送
付
し
た
バ
ー

コ
ー
ド
付
納
付
書
を
使
用
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
電
子
納
税
を
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。
電
子
納
税
を
ご

利
用
い
た
だ
く
場
合
の
手
続
に
つ
い

は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
こ
れ
ら
の
期
限
が
土
曜
日
又
は
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
翌
日
が
期
限
に
な
り
ま
す
。

納
付
期
間

平
成
29
年
７
月
３
日
～
７
月
31
日

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
予
定
納
税
（
第
１
期
分
）
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Ⅰ

基
本
活
動

本
会
は
健
全
な
納
税
者
団
体
と
し
て
、
誠
実
な
記
帳
と
適
正
な
申
告

の
普
及
徹
底
を
図
り
、
租
税
に
関
す
る
研
究
調
査
を
行
い
、
も
っ
て
納

税
道
義
の
高
揚
及
び
公
平
な
税
制
と
円
滑
な
税
務
行
政
の
確
立
、
事
業

経
営
と
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
会
勢
拡
大

に
努
め
組
織
の
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
を
基
本
に
事
業
活
動
を
展
開
し

て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
今
後
の
消
費
税
率
の
引
上
げ
や
軽
減
税
率
等

様
々
な
制
度
改
正
に
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
の
研
究
と
情
報
発
信
に
努

め
、
信
頼
さ
れ
る
会
活
動
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

Ⅱ

事
業
計
画

１

税
制
指
導
に
関
す
る
事
業

(

１)

会
計
シ
ス
テ
ム
を
研
究
活
用
し
指
導
相
談
体
制
の
充
実
を
図
り
、

減
価
償
却
計
算
書
の
配
付
を
行
い
会
員
の
適
正
申
告
と
利
便
性
向
上

に
資
す
る
と
と
も
に
積
極
的
に
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
利
用
を
推
進
す
る
。

(

２)

複
式
簿
記
普
及
の
た
め
の
講
習
会
を
開
催
し
、
「
青
色
申
告
特
別

控
除
65
万
円
」
適
用
の
推
進
と
記
帳
水
準
の
向
上
を
図
る
。

(

３)

記
帳
確
認
を
は
じ
め
と
し
た
自
己
研
さ
ん
運
動
を
積
極
的
に
展
開

す
る
。

(

４)

新
規
青
色
申
告
者
を
は
じ
め
新
入
会
者
の
記
帳
指
導
に
努
め
る
。

平成２９年度 収支予算書
自：平成２９年 ４月 １日

至：平成３０年 ３月３１日 （単位：円）

(

５)

会
計
ソ
フ
ト
「
ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ
」
の
利
用
普
及
を
図
り
、
経

営
・
記
帳
の
合
理
化
を
推
進
す
る
。

(

６)

各
種
制
度
改
正
を
は
じ
め
租
税
や
経
営
に
関
す
る
研
修
会
を
開
催

し
、
税
務
知
識
の
普
及
を
図
る
。

(

７)

専
門
家
に
よ
る
税
務
相
談
会
を
実
施
す
る
。

(

８)

職
員
の
指
導
力
向
上
の
た
め
の
研
修
の
充
実
を
図
る
。

(

９)

事
業
主
報
酬
制
度
の
創
設
、
個
人
企
業
の
た
め
の
事
業
承
継
税
制

の
創
設
、
納
税
事
務
手
続
の
簡
略
化
等
を
一
般
社
団
法
人
全
国
青
色

申
告
会
総
連
合
に
協
力
し
、
税
制
改
正
運
動
を
推
進
す
る
。

２

組
織
の
拡
充
に
関
す
る
事
業

(

１)

記
帳
帳
簿
等
保
存
制
度
の
対
象
者
拡
大
に
伴
い
、
指
導
活
動
を
通

じ
て
よ
り
一
層
の
青
色
申
告
制
度
普
及
と
入
会
勧
奨
を
推
進
し
、
会

員
増
強
を
図
る
。

(

２)

税
務
署
の
青
色
コ
ー
ナ
ー
に
協
力
し
、
青
色
申
告
制
度
普
及
に
努

め
る
。

(

３)

役
員
研
修
会
を
開
催
し
、
支
部
・
部
会
の
活
性
化
を
図
る
。

(

４)

青
年
部
・
女
性
部
の
充
実
・
強
化
に
よ
り
後
継
者
の
指
導
育
成
を

図
る
。

(

５)

関
係
各
官
庁
・
友
誼
団
体
と
相
互
連
携
・
協
調
・
交
流
を
図
る
。

３

広
報
等
に
関
す
る
事
業

(

１)

会
員
に
必
要
な
税
情
報
・
経
営
情
報
等
の
広
報
活
動
を
行
い
、
健

平
成
29
年
度
事
業
計
画

全
な
税
務
知
識
の
普
及
を
図
る
。

(

２)

機
関
紙
「
青
色
か
な
が
わ
」
を
発
行
す
る
。

(

３)

地
域
行
事
・
税
を
考
え
る
週
間
・
確
定
申
告
期
に
お
い
て
、
積
極

的
に
青
色
申
告
制
度
と
本
会
の
広
報
活
動
を
推
進
す
る
。

(

４)

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
改
善
し
、
広
報
の
充
実
を
図
る
。

４

福
祉
厚
生
に
関
す
る
事
業

(

１)

研
修
旅
行
等
の
実
施
、
地
域
行
事
へ
の
参
加
で
会
員
相
互
の
親
睦

と
交
流
を
深
め
る
。

(

２)

会
員
の
生
活
安
定
の
為
、
小
規
模
企
業
共
済
、
各
種
共
済
・
保
険

の
普
及
を
図
る
。

(

３)

生
活
習
慣
病
健
診
の
継
続
的
な
実
施
や
保
険
の
普
及
等
、
健
康
厚

生
事
業
を
推
進
す
る
。

(

４)

専
門
家
に
よ
る
法
律
相
談
会
を
実
施
す
る
。

(

５)

各
種
会
員
優
待
サ
ー
ビ
ス
の
周
知
を
図
る
。

５

会
運
営

(

１)

一
般
社
団
法
人
と
し
て
制
度
に
適
応
し
た
運
営
を
図
る
。

(

２)

理
事
会
、
委
員
会
部
会
等
の
各
種
会
議
を
開
催
し
、
円
滑
な
会
運

営
に
努
め
る
。

(

３)

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
適
切
な
取
り
扱
い
と
安
全
管
理
措
置
に
努
め
る
。

(

４)

事
務
局
の
充
実
発
展
の
た
め
に
諸
施
策
を
推
進
す
る
。

(

５)

会
館
取
得
及
び
事
務
局
移
転
を
検
討
す
る
。

(

６)

会
財
政
基
盤
の
健
全
化
を
図
る
。

科目
平成29年度
予算額

平成28年度
予算額

増減

Ⅰ一般正味財産増減の部
１経常増減の部
（１）経常収益
①基本財産運用益 1,000 1,000 0

基本財産運用益 1,000 1,000 0

②受取入会金 70,000 110,000 △40,000

受取入会金 70,000 110,000 △40,000

③受取会費 62,694,000 62,694,000 0

受取会費 62,694,000 62,694,000 0

④事業収益 9,990,000 10,600,000 △610,000

共済手数料収益 2,800,000 3,120,000 △320,000

小規模企業共済手数料収益 2,200,000 2,000,000 200,000

労働保険手数料収益 2,000,000 2,080,000 △80,000

労働保険報奨金収益 730,000 730,000 0

青色帳簿売上収益 60,000 60,000 0

会計ソフト販売手数料収益 900,000 850,000 50,000

簡易保険払込団体収益 0 60,000 △60,000

受託事業収益 1,300,000 1,700,000 △400,000

⑤雑収益 3,934,000 3,820,000 114,000

雑収益 3,934,000 3,820,000 114,000

経常収益計 76,689,000 77,225,000 △536,000

（２）経常費用
①事業費 63,918,000 63,715,802 202,198

給料手当 20,993,274 20,752,200 241,074

臨時雇賃金 10,000,000 10,000,000 0

退職給付費用 193,000 425,827 △232,827

法定福利費 3,516,996 3,422,580 94,416

福利厚生費 2,108,624 1,997,686 110,938

旅費交通費 530,000 530,000 0

通信運搬費 4,112,780 4,112,780 0

減価償却費 10,894 153,657 △142,763

消耗品費 1,062,180 1,062,180 0

印刷製本費 288,604 258,604 30,000

水道光熱費 629,440 629,440 0

賃借料 4,917,500 4,967,500 △50,000

リース料 1,486,140 1,698,576 △212,436

保険料 511,420 511,420 0

諸謝金 1,770,000 1,460,000 310,000

租税公課 493,000 472,000 21,000

車輌関係費 141,624 212,436 △70,812

支払負担金 0 40,000 △40,000

広告宣伝費 1,247,360 1,168,680 78,680

新聞図書費 140,000 140,000 0

支払手数料 1,339,008 1,132,080 206,928

慶弔費 500,000 500,000 0

会員福利費 7,349,000 7,491,000 △142,000

売上原価 50,000 50,000 0

修繕費 118,020 118,020 0

雑費 409,136 409,136 0

②管理費 18,562,860 18,229,522 333,338

給料手当 6,636,726 6,247,800 388,926

退職給付費用 61,014 128,203 △67,189

法定福利費 953,004 927,420 25,584

福利厚生費 571,376 541,314 30,062

旅費交通費 330,000 350,000 △20,000

通信運搬費 361,220 361,220 0

減価償却費 2,952 41,637 △38,685

消耗品費 287,820 287,820 0

印刷製本費 6,396 6,396 0

水道光熱費 170,560 170,560 0

賃借料 1,332,500 1,332,500 0

リース料 223,860 281,424 △57,564

保険料 138,580 138,580 0

車輌関係費 38,376 57,564 △19,188

支払負担金 2,885,000 2,885,000 0

渉外費 980,000 1,030,000 △50,000

広告宣伝費 42,640 21,320 21,320

会議費 1,557,000 1,550,000 7,000

支払手数料 1,690,992 1,577,920 113,072

慶弔費 150,000 150,000 0

修繕費 31,980 31,980 0

雑費 110,864 110,864 0

経常費用計 82,480,860 81,945,324 535,536

評価損益等調整前当期経常増減額 △5,791,860 △4,720,324 △1,071,536

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △5,791,860 △4,720,324 △1,071,536

２経常外増減の部
（１）経常外収益
経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用
経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

租税公課（法人税等） 160,000 170,000 △10,000

当期一般正味財産増減額 △5,951,860 △4,890,324 △1,061,536

一般正味財産期首残高 166,579,933 163,869,987 2,709,946

一般正味財産期末残高 160,628,073 158,979,663 1,648,410

（うち基本財産充当額） （5,000,000) （5,000,000)

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 160,628,073 158,979,663 1,648,410



 
 

 
   

 
  

  

Ｑ ドラッグストアーに、「薬を購入すると税金が戻ってくる」という内容の張り紙がありました。 

新しい税金の控除ができたのでしょうか？ 

Ａ 病院で支払った治療代の領収証ではなく、薬代の領収 

証だけを対象とする医療費控除の特例ができました。 

予防接種や定期健康診断など、健康増進等の取組を 

行っている方が使える控除です。  
      Ｑ 領収証（レシート）にはどんなことが書いてあれば 

いいですか？ 

      Ａ ①商品名 ②金額 ③商品がセルフメディケーション 

税制対象商品であること ④販売店名 ⑤購入日 が書 

いてあれば控除の対象です。  
Ｑ いくらから申請できますか？ 

Ａ 12,000 円を超えた金額が控除の対象です。控除額の上限は 88,000 円です。  
Ｑ 申告するときに気をつけることはありますか？ 
Ａ 今までの医療費控除と新しい特例の両方を併せて受けることはできません。 

どちらかを選択して適用することになります。 

     

 

平成 29 年 1 月の薬代の領収証から対象となっています。確定申告の手続きは来春です。 

今までの医療費控除では領収証が 10 万円を超えずに対象にならなかった方でも、 

新しい特例の対象となるかもしれません。 

 

                  

選択

医療費控除

最高88,000円

セルフメディケーションの場合 今までの医療費控除の場合

医療費控除

50,000円

12,000円

150,000円

・

ﾎ ・

ﾛ ・
・・

・・

i

・

ﾌ ・

w ・
・・

・・

z

100,000円

・

x ・

･ ・

ﾁ ・

ｽ ・
・・

ﾃ ・
・?

・
・・

U ・
・・

z

イメージ

セルフメディケーション税制がはじまりました！！ 

領収証の合計が 10 万円未満でも、医療費控除が受けられる！？ 

 

○○ドラッグストアー 

≪ 領収証 ≫ 

2017 年 6 月 15 日（木） 

★ 胃腸薬 1,980 円 
 

 

★印は、セルフメディケ

ーション税制対象商品

です。 
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（
金
）

県
下
職
員
研
修
の
た
め

８
月
25
日
（
金
）

事
務
局
職
員
研
修
の
た
め

12
時
ま
で
の
業
務
と
さ
せ
て
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た
だ
き
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す
。
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不
便
を
お

か
け
い
た
し
ま
す
が
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

●予約開設日 ７月24日(月)・７月31日(月)
８月７日(月)・８月21日(月)・８月28日(月)

●予約電話番号 ０４５－４３３－５２２１

～ 港 北 出 張 所 ～
●開設日受付時間 10時～11時・13時～14時

●電 話 番 号 070-5593-2028(PHS)
（開設日以外はつながりません）

７月・８月は（下記日程）予約制とさせて頂きま

す。ご来所の際は前日までにお電話の上、ご予約

をお願いいたします。ご予約のない日は閉所とさ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。

無 料 法 律 ・ 税 務 相 談 会
（ 毎 月 第 1 火 曜 日 ）

あなたの悩みを専門家がお答えします。

弁護士・税理士による

●開催日程

７月４日（火）
８月１日（火）

●会 場 事 務 局 ３ Ｆ（東白楽）

●時 間 PM１:００～PM３:００迄

●電話番号 ４３３－５２２１（予約制）

相談時間は、お一人様３０分の予約制となっており

ます。事前にお電話いただきますようお願いいたし

ます。

４
月

３
日
～

新
規
入
会
者
記
帳
指
導
会

女
性
部
役
員
会

４
日

無
料
法
律
・
税
務
相
談
会

13
日

県
連
女
性
部
理
事
会

18
日

八
者
会
団
体
長
会
議

20
日

神
彰
会
役
員
会

21
日

県
連
青
年
部
常
任
委
員
会

監
査
会

28
日

理
事
会

５
月

9
日

無
料
法
律
・
税
務
相
談
会

県
連
理
事
会

10
日

会
長
副
会
長
会
議

16
日

全
青
女
性
部
定
時
総
会

春
季
リ
ー
ダ
ー
研
修
会

17
日

役
員
候
補
者
会
議

29
日

第
５
回
定
時
総
会

７月・８月港北出張所について

第４８回青色学校開校のお知らせ

労働保険（雇用保険・労災保険）
一人親方労災保険特別加入のことは・・・

●日 程 7月11日（火）・13日（木）

18日（火）・20日（木）

午前コース…9時30分～12時

午後コース…14時～16時30分

●会場（教室） 当会事務局３階

●講 師 山口 ゆりか税理士先生

●受講料 ３,５００円（テキスト一式を含む）

●申込方法 ＦＡＸまたはお電話にて午前コースもし

くは午後コースのいずれかご希望のコー

スを選択し、事務局までお申込ください。

電 話 ０４５－４３３－５２２１

ＦＡＸ ０４５－４３３－８４０３

●締 切 定員（各20名）になり次第締め切らせて

いただきます。

当 会 に お 任 せ く だ さ い ！

◆事業主の皆さん！ 労働保険に加入していますか？

労働者を一人でも雇っている事業主は労働保険（雇用保

険・労災保険）に加入しなければなりません。当会は労

働保険事務組合の認可を受けております。事務組合に委

託するメリットの一つとして、労災保険に加入できない

事業主も、労災保険に特別加入することができるように

なります。併せてご利用ください。（委託事務手数料は雇っ

ている労働者数により決まります。月額1,575円～）

また、一人親方労災保険の加入申し込みもできます。
加入、申込やご不明な点は、下記担当までお気軽にお問

い合せ下さい。

一般社団法人神奈川青色申告会労働保険事務組合・建設業組合

電 話 ０４５‐４３３‐５２２１ 担 当 岩瀬 まで


